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この概要版は令和８年３月１０日付けで作成された「令和７年度包括外部監査結果報告書及び

これに添えて提出する意見」の記載を要約したものです。 

 

第 1 章 総論 

第 1 包括外部監査の概要 

１ 監査の種類 

地方自治法（昭和 22 年４月 17 日法律第 67 号。（以下、「法」という。）第 252 条の 37 第１項及

び第２項に基づく包括外部監査 

 

２ 選定した特定の事件（テーマ） 

使用料及び手数料に関する財務事務の執行について 

 

３ 特定の事件を選定した理由について 

山形市を取り巻く環境は、少子高齢化に伴う人口減少、社会保障関連経費の増加等、全国的

な状況と同様に非常に厳しい状況にある。また、「財政の健全化」は、令和７年３月に策定した「山

形市発展計画 2030」においても政策分野「行政」の中で施策④「持続的発展が可能な財政運営」

を掲げる等重要視されている。 

市の財源の一つである使用料・手数料に着目すると、市が公表している令和５年度の「全体資

金収支計算書（自令和５年４月 1 日至令和６年３月 31 日）」に計上されている使用料及び手数料

収入は 215 億 4,600 万円に及ぶ。これらは行政サービスを直接利用する者に対して費用の一部

又は全部を負担させる「受益者負担の原則」に基づく重要な財源となっている。 

また、一般的に、使用料・手数料は市民の身近にあり、利用者である市民にとって「なぜ無料の

行政サービスがある一方で使用料・手数料を支払う必要があるのか」といった疑問を持ちやすい領

域と考える。さらには、「税で整備した施設であるにも関わらず、利用者である市民とそうでない市

民とが存在することから税負担の公平性が図られているのか」も同様と考える。 

一方、市民を取り巻く時勢は、令和７年５月に総務省より発表された「2020 年基準消費者物価指

数全国 2025 年（令和７年）４月分」にて、「生鮮食品を除く総合指数」は 2020 年を 100 として

110.9 となっている等物価の上昇が進んでいる。 

財政の健全化の重要性、使用料・手数料の金額や性質、多くの市民が物価上昇を感じているこ

とであろう時勢を鑑み、使用料・手数料全般について総括的に検討し意見を述べることは意義の

大きいことと考え、本テーマを選定した。 

 

４ 包括外部監査の実施期間 

令和７年４月から令和８年３月までの期間、監査を実施した。 
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５ 包括外部監査の対象期間 

原則として令和６年度の執行分又は令和６年度末の状況とする。但し、必要と認められた場合、

監査対象部局等との協議のうえ、他の年度も監査対象とする。 

 

６ 包括外部監査の方法 

（１） 監査の要点 

①市における使用料・手数料の基本方針は適正に定められているか 

②サンプル抽出した使用料・手数料について、試算した受益者負担割合は基本方針で定

める原則に照らし著しく乖離は生じていないか 

③使用料・手数料の見直しは、適正に行われているか 

 

（２） 監査手続 

   ①使用料・手数料に関する全般的な検討 

   ②個別の使用料・手数料に関する検討 

（ア）監査対象部局の把握 

（イ）監査対象使用料・手数料の選定 

（ウ）監査対象使用料・手数料につき、調査票による回答の入手 

（エ）関連資料等の閲覧及び所管課へのヒアリングの実施 

（オ）使用料・手数料に係る受益者負担割合の検討 

（カ）その他必要とした手続き 

  なお（オ）の使用料・手数料に係る受益者負担割合の検討については、市の「使用料・手数料

等の見直し（受益者負担適正化）に係る基本方針について」に照らして行った。したがって、当該

基本方針に従って受益者負担割合を試算し、当該基本方針にて定める割合から乖離しているか

どうか検討を行った。 

 

７ 包括外部監査人及び補助者の氏名・資格 

（１） 包括外部監査人 

公 認 会 計 士 小 関 悠 司 

 

（２） 補助者 

公 認 会 計 士 尾 形 吉 則 

公 認 会 計 士 松 田 卓 也 

公 認 会 計 士 井 上 哲 寿 
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８ 利害関係 

包括外部監査の対象とした事件につき、包括外部監査人及び補助者は、法第 252 条の 29 の

規定により記載すべき利害関係はない。 
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第２ 包括外部監査の監査結果 

１ 監査の結果について 

監査の結果及び意見について、監査人は次の区分で述べている。 

区分 内容 

指摘事項 合規性（法令及び自治体の定める規程・規則）の観点から当然に是正を求

める事項及び経済性、効率性及び有効性の観点から強く対応を求める事項 

・本文中、【指摘事項】と表記する。 

意見 「指摘事項」には該当しないが、監査人が、組織及び行政運営の合理化に

資するために、是正・改善に向けた検討を求める事項 

・本文中、【意見】と表記する。 

 

これらの記載区分は、監査人が判断した事項であり、かつ、現状の多様性から必ずしも厳密で

統一的な区分を行えない場合があることをご承知おきいただきたい。 

なお、監査の結果及び意見については、特段断りがない場合は、令和８年１月末現在での判断

に基づき記載している。 
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２ 監査結果及び意見の要約リスト 
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